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第
六
条
第
二
項
の
表
山
口
県

る
。 山

口
県
企
業
局
の
組
織
等
に

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
山
口
県

総

山
口
県
企
業
局

西
部
利
水
事
務
所

施
設

施
設

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
一

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
の
組
織

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」

て
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

３

審
議
監
は
、
上
司
の
命
を

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年

企

山
口
県
議
会
事
務
局
処

山
口
県
議
会
事
務
局
処
務
規

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
二
号
を

え
る
。

一

審
議
監

企
業
局
佐
波
川
利
水
事
務
所
の
項

関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山

企
業
局
木
屋
川
利
水
事
務
所
の
部

務

課

第
一
課

施
設
第
一
班

施
設
第
二

班

第
二
課

号
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

山
口
県
公
営
企
業

等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

を
「
前
項
第
一
号
」
に
、
「
職
員

に
掲
げ
る
職
員
は
」
に
改
め
、
同

。受
け
て
事
務
局
の
事
務
に
係
る
特

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

業

局

務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
議
会

第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号

一

を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加

口
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

班

施
設
第
三

管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

管
理
者

清

弘

和

毅

す
る
管
理
規
程

は
、
」
を
「
職
員
は
書
記
を
も

条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第

定
の
事
務
を
整
理
す
る
。

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を

え 一 。 つ二 う加

県

議

会

企

業

局
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第
所
」

電
所「

山
口
県
企
業
局
西
部
利
水
事
務

「
山
口
県
企
業
局
周
南
工
業
用
水

施
設
第
二
課

二

貯
水
池
、
水

る
こ
と
。

三

新
阿
武
川
発

四

新
阿
武
川
発

理
に
関
す
る
こ

五

そ
の
他
管
理

九
条
第
三
項
中
「
、
土
木
技
監
」

十
条
第
一
項
中
「
山
口
県
企
業
局

七

発
電
、
変
電
及
び
送
電
の
施
設
の

五

湯
の
原
ダ
ム
に
係
る
貯
留
水
の
調

六

木
屋
川
発
電
所
に
係
る
発
電
及
び

七

木
屋
川
発
電
所
に
係
る
発
電
、
変

に
関
す
る
こ
と
。

え
る
。

一

相
原
ダ
ム
に

水
道
事
務
所

二

工
業
用
水
道
施

三

工
業
用
水
の
調

四

そ
の
他
管
理
者

七
条
第
二
項
中
「
山
口
県
企
業

に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
施
設
課

五

貯
留
水
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

発
電
及
び
給
電
に
関
す
る
こ
と
。

山
口
県
企
業
局

佐
波
川
工
業
用
水
道
事
務
所

施
設
第

七
条
第
一
項
中
「
山
口
県
企
業

に
改
め
、
同
項
の
表
山
口
県
企
業

の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う

山
口
県
企
業
局

佐
波
川
工
業
用

一

工
業
用
水
の
供

所
」
に
改
め
、
「
、
山
口
県
企
業

道
事
務
所
」
の
下
に
「
、
山
口

門
そ
の
他
相
原
ダ
ム
に
係
る
施
設
の

電
所
に
係
る
発
電
及
び
給
電
に
関
す

電
所
に
係
る
発
電
、
変
電
及
び
送
電

と
。

者
が
定
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

を
削
る
。

佐
波
川
利
水
事
務
所
、
山
口
県

維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

」

整
に
関
す
る
こ
と
。

給
電
に
関
す
る
こ
と
。

電
及
び
送
電
の
施
設
の
維
持
管
理

」

係
る
貯
留
水
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

査
及
び
水
質
等
の
測
定
に
関
す
る
こ

が
定
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

局
木
屋
川
利
水
事
務
所
」
を
「
山

」
を
「
施
設
第
一
課
」
に
、

一
班

施
設
第
二
班

局
木
屋
川
利
水
事
務
所
」
を
「
山

局
佐
波
川
利
水
事
務
所
の
項
及

に
加
え
る
。

給
に
関
す
る
こ
と
。

局
新
阿
武
川
発
電
所
」
を
削

県
企
業
局
佐
波
川
工
業
用
水
道

維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

の
施
設
の
維
持
管

企
業
局
木
屋
川
利
水
事
務
所
」

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う

。 と
。口

県
企
業
局
西
部
利
水
事
務

を 口
県
企
業
局
西
部
利
水
事
務

び
山
口
県
企
業
局
新
阿
武
川
発

主
任
技
術
員

上
司
の
命

別
表
第
三
の
一

組
織
上
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

企

画

監

上
司
の
命
を
受

別
表
第
三
の
二

業
務
上
の

及
び
電
気
整
備
員
の
項
を
削
る

業

務

こ

の

管

理

規

主
事
、
技
師
、
班
長
、
主
任
技

別
表
第
二
の
備
考
を
次
の
よ

備
考

職
員
は
、
業
務
上
の
職
の

だ
し
、
組
織
上
の
職
を
有
す

道
事
務
所
の
項
中
「
吉
原
・
末

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

山
口
県
企
業
局
佐
波
川
工
業
用

水
道
事
務
所

防

別
表
第
二
の
組
織
上
の
職
の

関
す
る
部
分
中
「
次
長
」
の
下

う
に
改
め
る
。

事
務
所
」
を
加
え
、
同
条
第
三

別
表
第
一
山
口
県
企
業
局
佐

務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

山
口
県
企
業
局
西
部
利
水
事
務

所

下

別
表
第
一
山
口
県
企
業
局
東

を
加
え
、
同
表
山
口
県
企
業
局

を
受
け
て
技
術
に
関
す
る
実
務
に
従
事

職
の
表
本
局
の
部
土
木
技
監
の
項

。け
て
事
業
所
の
事
務
に
係
る
特
定
の
事

職
の
表
班
長
の
項
の
次
に
次
の
よ

。 上

の

職

程

で

設

置

す

る

職

術
員
、
技
術
員
、
運
転
士

う
に
改
め
る
。

表
の
上
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
職
の
一

る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

武
川
工
業
用
水
道
、
吉
原
ダ
ム
」

加
え
る
。

府

市
佐
波
川
工
業
用
水
道

表
本
局
に
関
す
る
部
分
中
「
、
土

に
「
、
企
画
監
」
を
加
え
、
別
表

項
中
「
事
業
所
に
」
の
下
に
「
企

波
川
利
水
事
務
所
の
項
を
削
り
、

る
。

関

市
木
屋
川
工
業
用
水
道
、

ダ
ム
、
木
屋
川
発
電
所

部
発
電
事
務
所
の
項
中
「
除
く
。

新
阿
武
川
発
電
所
の
項
を
削
り
、

す
る
。

を
削
り
、
同
表
事
業
所
の
部
次
長

務
を
処
理
す
る
。

う
に
加
え
、
同
表
機
械
操
作
員
の

法
令
で
設
置
さ

れ
て
い
る
職

企
業
出
納
員

以
上
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

を
「
末
武
川
工
業
用
水
道
」
に

木
技
監
」
を
削
り
、
同
表
事
業
所

第
二
の
業
務
上
の
職
の
表
を
次
の

画
監
、
」
を
加
え
る
。

同
表
山
口
県
企
業
局
木
屋
川
利
水

湯
の
原
ダ
ム
、
相
原

、
新
阿
武
川
発
電
所

）
」
の
下
に
「
、
佐
波
川
発
電
所

同
表
山
口
県
企
業
局
周
南
工
業
用

二

の項 た 改によ 事」水
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こ
山

南
周

局
業

企
県

口
山

印
長

印
長

所
務
事

道
水

用
業
工

印
長

印
長
所

務
事

水
印

長

利
川
屋

木
局

業
企

県
口

山

口
山

印
長

印
長
所

務
事

水

務
事

水
利

部
西

局
業

企
県

業
企
県

口
山

印
長

印
長
所

印
長
所

電
発

川
武
阿

新
局

表
第
三
中

木
長
所

務
事

水
利

川
波

佐

瀬
小
長

所
務

事
水

利
川

屋

長
所

務
事
道

水
用

業
工

川所
務

事
道

水
用

業
工

南
周

事
道

水
用

業
工

川
東

厚
長

長
所

務

各個 １利
川

波
佐

局
業

企
県

口
山

口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一

口
県
企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四

す
る
。

「

技

術

員

上
司
の
命
に
従
い

附

則

の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四

口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

務
事
道

水
用
業

工
南

周
１
長

所

長
所
務

事
１

長
所
務

事
水
利

川
屋

木
１

長
所

務
事
水

利
部

西
２

長
所

電
発
川

武
阿

新
１

」
を

瀬
小 長

所
務
事

水
利

部
西

長
所
務

事
道

水
用

業
工

川所
務

事
道

水
用

業
工

南
周

事
道

水
用

業
工

川
波

佐
長

水
用

業
工

川
東

厚
長
所

務

長
所

務
事

道

各個 １

水
利

川
波

佐

改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ

山
口
県
公
営
企
業
管
理

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第

「

、
技
術
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

」
を

」
を

」
に
改
め
、

」
を
削
り
、

」
に
、

う
に
定
め
る
。

者

清

弘

和

毅

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

。

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
財
務
規

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
（

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
十
人
」

附

則

山
口
県
企
業
局
考
査
規
程
（

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
吏
員
」

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
四

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
三

山
口
県
企
業
局
考
査
規
程
の

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
考
査
規

「

周
局
業
企
県
口
山

印
長

所所

印
長

所
務
事
道
水
用

南波
佐

局
業
企

県
口
山

印
長

長
所

務
事
道

水
用
業

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
営
企
業

程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規

を
「
九
人
」
に
改
め
る
。

昭
和
四
十
三
年
山
口
県
企
業
管
理

を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次

号
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次

山
口
県
公
営
企
業

程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

業
工

務
事

道
水

用
業
工

南
周

１

印
工

川

長
所

事
道

水
用

業
工
川

波
佐

１
長
所

務

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三

管
理
者

清

弘

和

毅

程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

の
よ
う
に
定
め
る
。

の
よ
う
に
定
め
る
。

管
理
者

清

弘

和

毅

」
に
改
め
る
。

に う



平成 年 月 日 金曜日

「

山 口

「

県 報

う
に第

に
改

休
息

「
第

る
。第別

（号 外 ）

山
山山

長
部

長
部

任
主

齢
年

日
月
年

用
任

職

査
主

長
課

歴 任 昇

長
次
部

の
そ

齢
年

日
月
年

用
任

職

他員
吏

任
主

査
主

歴 任 昇

長
課

長
次
部

改
正
す
る
。

三
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
七

め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

時
間
を
別
に
定
め
る
」
を
「
と

七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、

六
条
第
一
項
中
「
第
七
項
か
ら
第

記
第
一
号
様
式
の
表
中

口
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭

種

月
年

修
研

間
期

月
年

修
研

間
期

職

項
中
「
、
休
憩
時
間
及
び
休
息

同
条
第
八
項
中
「
及
び
第
六
項

す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同

九
項
」
を
「
第
六
項
か
ら
第
八

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次

山
口
県
公
営
企
業
管
理

の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規

」
に
、

間
期

間
期

を

時
間
」
を
「
及
び
休
憩
時
間
」

」
を
削
り
、
「
と
し
、
並
び
に

七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

条
第
十
項
を
同
条
第
九
項
と
す

項
」
に
改
め
る
。

の
よ
う
に
定
め
る
。

者

清

弘

和

毅

程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

山
口
県
企
業
局
職
員
記

山
口
県
企
業
局
職
員
記
章
取

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第

）
名

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
二

に
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
六

山
口
県
企
業
局
職
員
記
章
取

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

「

技 役
事 役

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成

（
用
紙
の
使
用
）

２

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の

る
人
事
記
録
カ
ー
ド
を
印
刷

種 職

「昭 大 明

」
を
「

「昭 大
吏 事

技 役
事 役

章
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

扱
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県

二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式

）
中

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

号
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

山
口
県
公
営
企
業

医
研

海
行

技
事

業 現
医

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

際
、
改
正
前
の
山
口
県
企
業
局
職

し
た
用
紙
で
使
用
中
の
も
の
及
び

」
に
、

海
行

労 単
補 技

補 主
吏 技

医
研

医

管
理
規
程

企
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部

（
そ
の
一
）
中
「

類
種

の
員

職
職

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

管
理
者

清

弘

和

毅

医
教
現

」
に
改
め
る
。

。員
就
業
規
程
別
記
第
一
号
様
式
に

残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

」

医
教
給
給

」
を 四

を よれ



平成 年 月 日 金曜日

で
の

山 口 県

の
よ第

を
異別

記
第別

報

山
山山

（号 外 ）

「
職

削
るこ

」
を
「

で
の

た
し

更
変

を
名

氏

」

う
に
改
正
す
る
。

九
条
中
「
職
員
の
種
類
を
異
に
し

に
し
て
異
動
し
た
と
き
を
含
む
。

記
第
一
号
様
式
の
表
、
別
記
第
二

三
号
様
式
中
「

類
種

の
員

職
職

記
第
五
号
様
式
中
「

類
種

の
員

職

口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規
程
の

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規

口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規
程

類
種

の
員

）
名

職

。
附

則

の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四

に
、

前
更

変
動

異

日
月

年
更

変

変
動

異
容

内
の

更
変
動

異

由
理

の
更

変
動

異

後
更

て
異
動
し
た
と
き
（
単
純
な
労

）
又
は
」
を
削
る
。

号
様
式
（
そ
の
一
）
、
別
記
第

）
名

」
を
削
る
。

の
員

職
）

名
職

」
を
削
り
、
「

名
氏 職

「

動
異

一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を

山
口
県
公
営
企
業
管
理

程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規

（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
企
業
管

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

」
を

務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
が
職
名

二
号
様
式
（
そ
の
二
）
及
び
別

し
動
異

て
し

に
異

を
類

種

た
し

更
変

を 名
た

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

者

清

弘

和

毅

程理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

」

機
械
操
作
員
及
び
電
気
整
備
員

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
職
員
給

山
口
県
企
業
局
職
員
給
与
規

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
事
務
吏

技
術
吏
員
を
除
く
。
）
」
を
「

類
種

の
員

職
）
名
職

る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
八

山
口
県
企
業
局
職
員
給
与
規

由
理

の
更

変

後
更

変

」

別
記
第
六
号
様
式
（
そ
の
一

別
記
第
六
号
様
式
（
そ
の
二

「
を

「

更
変

前
更

変

日
月

年
更

変

容
内

の

に
」
を
「
主
任
技
術
員
、
技
術
員

る
。

山
口
県
公
営
企
業

与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

程
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
企
業

員
及
び
技
術
吏
員
（
運
転
士
、
機

主
任
技
術
員
、
技
術
員
及
び
運
転

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

に
改
め
る
。

）
中
「

類
種
の

員
職

）
名

職

」

）
中

五

及
び
運
転
士
に
」
に
改
め
る
。

管
理
者

清

弘

和

毅

規
程

管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次

械
操
作
員
及
び
電
気
整
備
員
で
あ

士
以
外
の
職
員
」
に
、
「
運
転
士

」
を

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

を
削
る
。

のる、 削



平成 年 月 日 金曜日 山 口

め
る別

別
表

県 報

よ附別
を
削

所
長

（号 外 ）

（
管

第
四

２
か

３
る額

４
調
整
監

西
部
利
水
事
務
所
次
長

参

事

本
局
課
長

企
画
監

西
部
利
水
事
務
所
長

東
部
発
電
事
務
所
長

小
瀬
川
工
業
用
水
道
事
務
所
長

周
南
工
業
用
水
道
事
務
所
長

佐
波
川
工
業
用
水
道
事
務
所
長

厚
東
川
工
業
用
水
道
事
務
所
長

。表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
（
第
四
条
関
係
）

職

局

長

局
次
長

る
。

則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項

表
第
二
の
四
級
の
項
中
「
新
阿
武

「
佐
波
川
利
水
事
務
所
長

り
、

佐
波
川
利
水
事
務
所
次
長

木
屋
川
利
水
事
務
所
長

木
屋
川
利
水
事
務
所
次
長

」
を
削
り
、
「
周
南
工
業
用
水
道

理
職
手
当
）

条

管
理
職
手
当
を
支
給
す
る
職

前
項
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
を

ら
三
種
ま
で
及
び
五
種
に
区
分
す

第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る

職
務
の
級
及
び
当
該
職
に
係
る
前

の
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

三
種

区

分

一
種

二
種

の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る

川
発
電
所
次
長
」
を
削
り
、
同

を
「
西
部
利
水
事
務
所
長

西
部
利
水
事
務
所
次
長

」

「
周
南
工
業

事
務
所
次
長
」
を

佐
波
川
工

佐
波
川
工

は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
職
と

支
給
す
る
職
は
、
別
表
第
三
に

る
も
の
と
す
る
。

職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当

項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
応
じ

、
管
理
職
手
当
の
支
給
に
つ
い

。表
六
級
の
項
中
「
土
木
技
監
」

に
改
め
、
「
新
阿
武
川
発
電

」用
水
道
事
務
所
次
長

業
用
水
道
事
務
所
長

に
改

業
用
水
道
事
務
所
次
長
」

す
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
種

の
月
額
は
、
当
該
職
員
の
属
す

、
別
表
第
四
の
管
理
職
手
当
の

て
は
、
一
般
部
局
職
員
の
例
に

水
事
務
所
」
に
改
め
る
。

山
口
県
工
業
用
水
道
条

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
施

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
三
号
中
「
吉
原

第
四
号
中
「
山
口
県
企
業
局
佐

所
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

種
５

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
九

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
施

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

種
２

級
８

種
１

種
１

級
９

級
６

種
３

種
３

級
７

種
２

東
部
発
電
事
務
所
次
長

柳
井
川
工
業
用
水
道
事
務
所
長

周
南
工
業
用
水
道
事
務
所
次
長

佐
波
川
工
業
用
水
道
事
務
所
次

厚
東
川
工
業
用
水
道
事
務
所
次

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表

四
第

表
別

）
係
関
条
４

第

理
管

分
区

級
の
務

職

山
口
県
公
営
企
業

例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

行
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企

・
末
武
川
工
業
用
水
道
」
を
「
末

波
川
利
水
事
務
所
」
を
「
山
口
県

「
山
口
県
企
業
局
木
屋
川
利
水
事

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

円

長長

五

を
加
え
る
。額

の
当

手
職

管
理
者

清

弘

和

毅

管
理
規
程

業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を

武
川
工
業
用
水
道
」
に
改
め
、
同

企
業
局
佐
波
川
工
業
用
水
道
事

務
所
」
を
「
山
口
県
企
業
局
西
部

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

種

六

次条務利



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

別

報

山
一
部

（号 外 ）

こ
山

山
る
。

表
第
一
中

徳 山 発 電

ダム水路主任技

」
を

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
企
業
局
電
気
関
係
事
業

口
県
企
業
局
電
気
関
係
事
業
所
保

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
所

術者

「

附

則

の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四

口
県
企
業
管
理
規
程
第
十
号

口
県
企
業
局
電
気
関
係
事
業
所

徳 山 発 電

ダム水路主任技

佐 波 川 発 電

ダム水路主任技

」
に
、

山
口
県
公
営
企
業
管
理

所
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す

安
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県

所

術者

所

術者

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管者

清

弘

和

毅

る
管
理
規
程

企
業
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の

理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

５

別
表
第
三
の
注
１
中
「

又
覚
感

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

別
表
第
二
山
口
県
企
業
局
佐

屋
川
利
水
事
務
所
の
項
及
び
山

水
利
部
西

局
業
企
県
口
山

４ ３ ２ １
所
務

事

山 口 県 企 業 局

佐波川利水事務所

山 口 県 企 業 局

木屋川利水事務所

山 口 県 企 業 局

「
佐 波 川 発 電 所

ダム水路主任技術者

木 屋 川 発 電 所

ダム水路主任技術者

新 阿 武 川 発 電 所

他
の
そ

。
と

こ
る

す
関

に
に

項
事

る
め

定
が

者
理

管
関

は

」
を
「

及
覚

嗅
、

覚
聴
、
覚

視

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

」

波
川
利
水
事
務
所
の
項
を
次
の
よ

口
県
企
業
局
新
阿
武
川
発
電
所
の

る
す
関

に
電
給
び
及
電
発

び
及

電
変

、
電

発
。
と
こ

。
と

こ
維
の
設
施
の
電
送

る
す
関

に
整
調
の
水
留
貯

そ
門
水

、
池

水
貯

。
と
こ

る
係
に
ム
ダ
他
の

新 阿 武 川 発 電 所

を

山 口 県 企 業 局

西 部 利 水 事 務 所

ダム水路主任技術者

「
木 屋 川 発 電 所

ダム水路主任技術者

新 阿 武 川 発 電 所

ダム水路主任技術者

七

。
と
こ
る

す

に
び

並
覚

触
び

」
に
改
め
る
。

」う
に
改
め
、
同
表
山
口
県
企
業
局

項
を
削
る
。

の
設

施

る
す
関

に
理

管
持

理
管
持
維

に
改
め
る
。

木



平
成
十

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
印
刷

九
年
三
月
三
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


